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 ９月６日（水）に開催された、箱根町議会９月定例会の４日目に

おいて、「箱根町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する

条例」が追加議案として上程され、『賛成多数』により可決されま

したのでお知らせします。 

 

１ 内  容 

  議員定数が、現行の「１４人」から２名を削減し、「１２人」

となり、令和７年９月に行われる箱根町議会議員選挙から施行す

ることとなりました。 

 

２ 提案理由 

  別紙のとおり 



 

 

議案第 63 号 箱根町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

 

 提案理由は、議会が議員定数を削減することにより、自ら行財政改

革の範を示し、本町の行財政改革の一層の促進を期するとともに、よ

り効率的な議会運営を図るため、本条例案を提出するものであります。 

 現在の地方自治体を取り巻く状況は、急変する時代背景の中で行政

課題も増加し、量や質、また、機能という部分からの改革が必要不可

欠となっております。 

 そのような中、議会においても、より効率的な議会運営を図るため

に、議員自らが、資質や能力を高めることはもとより、改革に寄せる

意識を高めていくことが必要であります。 

 そこで、議会が率先して、自主的な行財政改革を推進し、かつ、地

方自治体の本旨と議会の機能を留意しつつ、民意を十分に反映し、議

員定数を削減しようとするものであります。 

 なお、議員定数については、先に行われた「箱根町議会議員適正定

数調査特別委員会」の委員長報告のとおり、現行の 14人から 2名を削

減し、12 人にするということにし、令和 7年 9 月に行われる箱根町議

会議員選挙から施行するものであります。 

 


